
ふくおか「働き方改革」推進企業認定制度 認定企業 

株式会社 ニシムラ 

 

 

 

 

 

 

働き方改革の
目標 

 

1．年次有給休暇の取得日数8日以上 

有給休暇5日/年 の取得 全員達成 

平均8日以上目標 

 

２．時間外労働の削減 

 

3．男性職員の育児休業を推進 

 

 

 

働き方改革の 
主な取組み 

 

・年次有給休暇取得率UPに向けて 

 毎月、社員及び管理職に個人の有給消化日数を提示し       

取得の少ない社員への声掛け 

  

・時間外労働の削減に向けて 

 業務の共有化と効率化 

 コミュニケーションツールの活用 

  

・男性職員の育児休業取得に向けて 

子が1歳6か月に達するまでに連続して5日の特別休暇を付与する 

 

認定番号 21031 新規認定日 令和３年11月12日 

企業概要 

所在地 福岡市南区柏原4丁目27-5 業種 総合建設業 

代表者 西村 明雄 

事業内容 

・   建築（新築・増改築・改修） 

 ・   外壁改修工事 

 ・   耐震工事 

 ・   アスベスト除去工事 

電話番号 092-212-4010 

ホームページ http://nishimura-gr.com/ 

  

 



 

    

 

ニ日本の一翼を担うシ信頼と信用ム無限大の可能性ラ来世へつなぐ技術 

〒811-1353 福岡市南区柏原 4丁目 27-5     TEL: 092-212-4010  FAX：092-212-4020       

 

仕事もプライベートもどちらも充実！ 一緒に働いてくれる仲間を募集しています！  

 


